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１ 推進計画策定の趣旨 

県では、犯罪のない安全で安心して暮らせる社会の実現に向け、県民、事業者、行政が連携・協力し

て取り組むため、２００６（平成18）年４月に「青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例」

（以下「条例」という。）を施行しました。 

また、同条例に基づき、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する具体的な施策を総合的かつ計画

的に実行するため、２００７（平成19）年４月に「青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進計画」

（以下「推進計画」という。）を策定し、関係機関・団体と連携を図りながら各種施策に取り組んでき

たところです。 

２０２３（令和５）年度をもって第５次推進計画期間が満了となりますが、これまでの取組により、

県内の刑法犯認知件数は２００３（平成１５）年から１９年連続で減少するなど一定の成果を得ること

ができました。 

しかしながら、２０２２（令和４）年から刑法犯認知件数が増加に転じていることや、特殊詐欺の被

害が高齢者だけでなく幅広い世代に拡大していること、さらには人口減少や少子高齢化に伴う地域防犯

活動の担い手不足が課題となっています。 

こうした複雑に変化する犯罪情勢や社会情勢を踏まえ、第６次推進計画を策定するものです。 

 

２ 推進計画の位置付け 

条例第８条に規定する推進計画であり、施策の方向性等、以下の内容について定めたものです。 

（１）総合的に講ずるべき「犯罪のない安全・安心まちづくり」の推進に関する施策の大綱 

（２）犯罪のない安全・安心まちづくりの推進に関する施策を計画的に実施するために必要な数値目標 

（３）犯罪のない安全・安心まちづくりの推進に関する施策を計画的かつ体系的に実施するために必要な

事項 

【青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例】 

（推進計画） 

第８条 知事は、安全・安心まちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画

（以下、「推進計画」という。）を定めなければならない。 

２ 推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 安全・安心まちづくりの推進に関する目標 

(2) 安全・安心まちづくりの推進に関する施策の方向 

(3) その他安全・安心まちづくりの推進に関する重要な事項 

３ 知事は、推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、県民等の意見を反映させるために必要な

措置を講じなければならない。 

４ 知事は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

なお、「青森県基本計画「青森新時代」への架け橋（正式決定後に修正）」をはじめとする関連する

他の計画との整合性を図った上で、策定しています。 

【青森県基本計画「青森新時代」への架け橋（正式決定後に修正）】 

「青森県基本計画「青森新時代」への架け橋（正式決定後に修正）」とは、県行政全般に係る政策及

び施策の基本的な方向性について、総合的かつ体系的に示した県行政運営の基本方針です。 

（計画期間は、20２４（令和６）年度から202８（令和１０）年度までの５年間です。） 

  

 

  第１ 推進計画の基本的事項 
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３ 県民等の意見の反映 

この推進計画は、条例第８条第３項の規定に基づき、あらかじめ、県民等の意見を反映させるため、

「青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進協議会」や、パブリック・コメントにおいて意見を聴い

た上で策定しています。 

 

４ 推進計画の対象   

この推進計画では、主として県民の日常生活で誰にでも起こりうる可能性がある犯罪や刑法犯認知件

数を押し上げる犯罪等（街頭犯罪※１、侵入犯罪※２、特殊詐欺※３、前兆事案※４、サイバー犯罪※

５、万引き）を対象とし、これらに対する県民、事業者及び行政の連携・協力した取組を通じて、犯罪

のない安全なまちづくりを進めます。 

 

５ 推進計画の期間 

この推進計画の期間は、20２４（令和６）年度から202８（令和10）年度までの５年間としま

す。 

 

６ 施行日 

この推進計画は、20２４（令和６）年４月１日から施行します。 

 

※１ 街頭犯罪とは、路上での自転車盗、車上ねらい、自動販売機ねらいなど、街頭で行われる犯罪の総称です。 

※２ 侵入犯罪とは、住宅、倉庫、事務所等に侵入して行われる窃盗、強盗及び不同意性交等（屋外・屋内を問わな

い。）をいいます。（不同意性交等は、平成28年度までは強姦、令和５年７月12日までは強制性交等。） 

※３ 特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みそ

の他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝及びキャッシュカード

詐欺盗も含む。）の総称です。 

※４ 前兆事案とは、こども（18歳未満）や18歳以上の女性に対する性犯罪、略取誘拐等の前兆とみられる送り

届等を口実にした声掛け、つきまとい、待ち伏せ、接触、のぞき見、盗撮、身体露出等をいいます。 

※５ サイバー犯罪とは、主にコンピューターネットワーク上で行われる犯罪の総称のことで、ホームページの改ざ

ん・消去、ホームページ上へのわいせつ画像の掲載、掲示板での覚せい剤や禁止薬物の販売、他人のＩＤやパス

ワード等を入力して不正にアクセスする行為等をいいます。 
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１ 刑法犯認知件数の推移及び検挙の現況 

全国の刑法犯認知件数は、２００３（平成15）年から２０２１（令和３）年まで１９年連続で減少

しましたが、２０２２（令和４）年は増加に転じました。 

本県においても、全国と同様に推移しており、２０２２（令和４）年は３,462件でした。 

また、本県の検挙率は60％前後で推移しており、２０２２（令和４）年は56.3％となりました。 

  

○刑法犯認知件数の推移   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（県警察本部調べ） 

      

○青森県の刑法犯認知件数と検挙率の推移         （単位：件、人） 

 

 

 

 

 

 

 

（県警察本部調べ） 

 

○青森県の刑法犯認知件数の内訳（令和４年）                  （単位：件） 

 

 

 

 

 

（県警察本部調べ） 

・凶悪犯…殺人、強盗、放火、不同意性交等         ・粗暴犯…暴行、傷害、脅迫、恐喝等 

・窃盗犯…侵入盗（空き巣、忍込み）、乗り物盗、万引き等  ・知能犯…詐欺、横領、文書偽造、贈収賄等 

・風俗犯…不同意わいせつ、公然わいせつ、わいせつ物頒布等 ・その他…器物損壊、住居侵入、略取誘拐等 

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 合計

認知件数 29 356 2,147 316 80 534 3,462

（割合） 0.8% 10.3% 62.0% 9.1% 2.3% 15.4% 100%

件数等
罪種

 

  第２ 青森県における犯罪の発生状況 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

認知件数 3,488 3,409 3,067 3,462

検挙件数 1,987 2,216 1,966 1,949

検挙人数 1,382 1,416 1,264 1,253

検挙率 57.0% 65.0% 64.1% 56.3%

件数等 年

2,735,612
2,853,739

2,790,136

2,562,767

2,269,293

2,050,850
1,908,836

1,826,833
1,714,001

1,604,205
1,502,802

1,403,270
1,314,140

1,212,163
1,098,969

996,120
915,042

817,445
748,559

614,231
568,104

601,331

17,051

19,20218,940

17,360

14,769

13,018
11,784

11,015
9,987 9,943

8,343
7,424

6,515
5,753 5,486 5,050 4,608

4,060
3,488 3,409 3,067 3,462

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4

青森県（件）全国（件）

全国

青森県
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２ 街頭犯罪・侵入犯罪・万引きの認知件数の推移 

刑法犯認知件数に占める街頭犯罪、侵入犯罪及び万引きの割合は、依然として高い割合で推移してお

り、２０２２（令和４）年は約56.4％でした。 

刑法犯認知件数を罪種別にみると、万引きの認知件数が最多を占め、街頭犯罪では自転車盗、器物損

壊等、車上ねらいが多く、侵入犯罪では空き巣などの侵入窃盗が多くなっています。 

  

○青森県の街頭犯罪・侵入犯罪・万引きの認知件数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（県警察本部調べ） 

 

 

○青森県の街頭犯罪・侵入犯罪・万引きの構成割合             （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 不同意わいせつは、令和５年７月12日までは強制わいせつ。              （県警察本部調べ） 

※２ 不同意性交等は、令和５年７月12日までは強制性交等。 

 

2,188 
2,093 

1,730 
1,951 

62.7%
61.4%

56.4% 56.4%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

R1 R2 R3 R4

（％）（件）

街頭犯罪・侵入犯罪・万引き

刑法犯認知件数に占める割合

構成比
１　自動車盗 20 13 12 12 0.6%
２　オートバイ盗 3 6 3 6 0.3%
３　自転車盗 485 380 299 336 17.2%
４　車上ねらい 206 215 164 190 9.7%
５　部品ねらい 25 18 29 28 1.4%
６　自動販売機ねらい 15 49 29 7 0.4%
７　器物損壊等 362 302 255 349 17.9%
８　ひったくり 3 2 1 1 0.1%
９　恐喝 4 4 3 0 0.0%
10 暴行 52 50 46 60 3.1%
11 傷害 27 21 25 29 1.5%
12 非侵入強盗 1 2 1 1 0.1%
13 不同意わいせつ　※１ 17 12 16 8 0.4%
14 略取誘拐・人身売買 3 2 3 4 0.2%
15 侵入窃盗 321 366 263 299 15.3%
16 侵入強盗 2 1 0 0 0.0%
17 不同意性交等　※２ 8 12 8 18 0.9%
18 万引き 634 638 573 603 30.9%

2,188 2,093 1,730 1,951 100%

3,488 3,409 3,067 3,462
62.7% 61.4% 56.4% 56.4%

R4

街
頭
犯
罪
・
侵
入
犯
罪
・
万
引
き

合計

刑法犯認知件数
（うち街頭犯罪・侵入犯罪・万引きの割合）

罪種 R1 R2 R3
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３ 特殊詐欺被害の推移          

特殊詐欺は、手口が悪質、巧妙化しており、高齢者だけでなく幅広い世代に被害が及んでいます。 

 

○青森県の特殊詐欺被害の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（県警察本部調べ） 

 

 

４ 声掛け事案等の前兆事案認知件数の推移     

こども（18歳未満）や18歳以上の女性に対する声掛け行為などの前兆事案認知件数は、近年、高

止まり傾向にあります。 

 

○青森県のこどもや女性を対象とした前兆事案認知件数の推移     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （県警察本部調べ） 
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５ サイバー犯罪の検挙件数と相談件数の推移   

 サイバー空間の匿名性・広域性を利用したサイバー犯罪に関する相談の受理件数は、増加傾向にあ

り、その手口・態様は悪質、巧妙化しています。 

 

○青森県のサイバー犯罪の検挙数と相談件数の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（県警察本部調べ） 
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１ 青森県を取り巻く現状 

本県の人口は1983（昭和58）年をピークに減少を続け、2023（令和５）年２月、1947（昭

和22）年以来76年ぶりに120万人を下回りました。 

この減少傾向は今後も長期的に継続すると見込まれ、国立社会保障・人口問題研究所では、2040

（令和２２）年までに本県の人口が100万人を下回り、約90万人まで減少すると推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 推進計画の目標 

本県を取り巻く状況をみると、これまでに経験したことのないほどのスピードで進む人口減少や今後

ピークに向かう超高齢社会により地域防犯活動を支える担い手不足が懸念されます。 

また、近年、特殊詐欺の手口が悪質・巧妙化し、幅広い世代が被害に遭うケースが増加するなど犯罪

情勢や社会情勢が複雑に変化し、新たな課題も生じています。 

こうした状況の中、県民が力を合わせ、自らの地域を犯罪や事故などから守るという県民の防犯に対

する意識を高めていくとともに、行政、警察、県民、事業者などが連携・協働し、一体となって取組を

進めていくことが重要です。また、デジタル技術を活用することで、犯罪被害の対象となりやすいこど

もや女性、高齢者等が安全に安心して暮らしていける社会の実現を目指します。 

 

３ 推進計画の基本的方向性 

推進計画の目標を達成するため、行政、警察、県民、事業者などがそれぞれの責務を認識しながら、

相互に連携・協働し、各種の具体的施策を展開していくうえで、条例第３条に定める基本理念にのっと

り、次の３つの事項を基本として取り組んでいきます。 

 

（１）犯罪の防止の必要性に関する理解が深められるとともに、日常生活及び事業活動において自らの

安全は自らが守るという意識の高揚が図られること。 

 

犯罪のない安全・安心まちづくりに向けたひとづくり 

 

 

  第３ 推進計画の目標及び基本的方向性 

青森県の人口の推移（2005-2040） 

総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」より作成。 

 

275,037 240,049 210,982 184,141 157,960 139,257 122,465 107,068

327,801
288,841

247,063
211,344

187,071 165,041 143,792 123,698

507,193
490,355

455,889
422,857

387,498
351,434

315,952
275,065

326,626
354,094

394,331
419,642

424,803
420,661

411,528
403,143
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1,373,339

1,308,265
1,237,984

1,157,332
1,076,393

993,737
908,974

0

200,000

400,000
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800,000

1,000,000

1,200,000
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1,600,000
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（人）
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（２）県民等による犯罪の防止のための自主的な活動が展開されることにより、互いに守り合い、支え

合う地域社会が形成されること。 

 

犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた地域づくり 

 

（３）県、市町村及び県民等が適切な役割分担の下に、連携し、及び協力すること。 

 

犯罪のない安全・安心まちづくりに向けたネットワークづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 具体的施策 

 

 

４ 具体的施策 

基本的方向性に基づき、犯罪の発生を許さない環境づくりと犯罪が発生しにくい環境づくりに向け、

「青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進計画体系図」（P１０）のとおり、９つの分野におい

て、具体的施策を実施していきます。 

 

５ 数値目標の設定 

推進計画に掲げる施策の進捗状況を把握するため、数値目標を示し、県民にわかりやすいものとしま

す。なお、数値目標は、計画全体の重点的な目標（重点目標）と個別目標に区別して設定します。 

（１）重点目標 

○設定の趣旨 

本県の刑法犯認知件数は、２００３（平成15）年以降減少し続け、２０２１（令和３）年には

3,067件と、戦後最多を記録した２００２（平成14）年の19,202件の６分の１以下にまで減

少しましたが、２０２２（令和４）年以降は増加に転じています。また、街頭犯罪、侵入犯罪及び

万引きの割合が依然として高いほか、特殊詐欺やこども・女性を対象とした声掛け事案等の前兆事

案の発生などが県民の不安感を増大させています。 

県民が安全で安心して暮らせる青森県づくりには、犯罪を未然に防止し、県民の不安感を減少さ

せることが引き続き重要な課題です。このため、推進計画全体の重点的な数値目標として、「刑法

犯認知件数」を掲げ「２０２８（令和１０）年末 ３，３００件以下」を目指します。 

項   目 現   況 目   標 担 当 課 

刑法犯認知件数 
3,462件 

2022（令和４）年末 

3,３00件以下 

2028（令和10）年末 
生活安全企画課 

※各主体の責務 

県の責務 
県は、安全・安心まちづくりの推進についての基本理念にのっとり、安全・安心まちづくりの推

進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施します。（条例第４条） 

県民の責務 
県民は、基本理念にのっとり、施錠の励行等による日常生活における安全の確保その他の安全・

安心まちづくりの推進に努めるとともに、県が実施する安全・安心まちづくりの推進に関する施策

に協力するよう求められています。（条例第５条） 

事業者の責務 
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動における安全の確保及び地域社会の一員として安

全・安心まちづくりの推進に努めるとともに、県が実施する安全・安心まちづくりの推進に関する

施策に協力するよう求められています。（条例第６条） 
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（２）個別目標 

番号 項   目 現   況 目   標 担 当 課 

１ 消費生活センターの認知度 
62.4％ 

2022（令和４）年度 
80.0% 

2026（令和8）年度 
県民生活文化課 

２ 
青森県警察防犯アプリ「まもリ
ン」のダウンロード数 

16,019件 
2023（令和５）年７月 

30,000件 

2028（令和10）年末 
生活安全企画課 

３ 自主防犯活動団体数 
306団体 

2022（令和４）年末 
現状維持 

2028（令和10）年末 
県民生活文化課 
生活安全企画課 

４ 青色回転灯防犯車数 
287台 

2022（令和４）年末 
300台 

2028（令和10）年末 
生活安全企画課 

５ 
地域の大人に挨拶をする 
小・中・高校生の割合 

79.1％ 
2022（令和４）年度 

85.0％ 

2028（令和１０）年度 
青少年・男女 
共 同 参 画 課 

６ 
地域の大人から挨拶されている 
小・中・高校生の割合 

70.5％ 
2022（令和４）年度 

80.0％ 

2028（令和１０）年度 
青少年・男女 
共 同 参 画 課 

７ 
小学校における地域安全マップ
の作成率 

74.3％ 
2022（令和４）年度 

100％ 

2028（令和10）年度 
スポーツ健康課 
生活安全企画課 

８ 
小学校における防犯教室等の生
活安全に関する教育（教科を除
く。）の実施割合 

82.5％ 
2022（令和４）年度 

100％ 

2028（令和10）年度 
スポーツ健康課 
生活安全企画課 

９ 
高齢者の「つどいの場」の参加
率 

2.9％ 
2021（令和3）年度 

あおもり高齢者すこやか 

自立プラン2024 

（仮称）に基づく目標値 

高齢福祉保険課 

10 
高齢者の見守りネットワーク等
を構築している市町村数 

3５市町村 
2022（令和４）年度 

あおもり高齢者すこやか 

自立プラン2024 

（仮称）に基づく目標値 

高齢福祉保険課 

11 防犯カメラの設置箇所数 
3,020か所 

2022（令和４）年末 
3,500か所 

2028（令和10）年末 
県民生活文化課 
生活安全企画課 

12 
通学路合同点検対象における安
全対策実施率 

42.6％ 
2023（令和５）年度 

75.0％ 

2028（令和10）年度 
道 路 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進計画体系図

１ 犯罪のない安全・安心まちづくりに
向けたひとづくり

犯罪の防止の必要性に関する理解が
深められるとともに、 日常生活及び事
業活動において自らの安全は自らが守
るという意識の高揚が図られること。

２ 犯罪のない安全・安心まちづくりに
向けた地域づくり

県民等による犯罪の防止のための
自主的な活動が展開されることによ
り、互いに守り合い、支え合う地域
社会が形成されること。

３ 犯罪のない安全・安心まちづくりに
向けたネットワークづくり

県、市町村及び県民等が適切な役
割分担の下に、連携し、及び協力す
ること。

１ 県民の自主防犯意識の醸成

２ 防犯活動を担う人財の育成

３ 自主的な防犯活動の促進

４ 児童等の安全確保に関する取組の
推進

５ 高齢者等の安全確保に関する取組の
推進

６ 観光客の安全確保に関する取組の
推進

７ 防犯に配慮した生活環境の整備

８ 安全・安心まちづくり推進体制の整備

９ 事業者との連携

目 標 基本的方向性 施 策

【目標】

県民の防犯に対する意識を
高めるとともに、行政、警察、
県民、事業者などが連携・協

働し、一体となって犯罪のない
安全に安心して暮らしていけ
る社会の実現を目指します。

《重点目標》
●刑法犯認知件数

（現状：2022年末）
3,462件
↓

（目標：2028年末）
3,300件以下

- 10 -
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（１）趣旨 

本県における刑法犯認知件数をみると、万引きや自転車盗、器物損壊等の街頭犯罪が高い割合を占

める状況が続いているほか、特殊詐欺被害の拡大が懸念されます。これらの犯罪については、一人ひ

とりの防犯意識や規範意識を向上させることで未然に防止できます。 

このため、県民一人ひとりが「自らの安全は自ら守る」という意識を高めることが重要です。 

県では、市町村、警察、県民、事業者等と連携し、地域全体でこどもや女性、高齢者等の被害防止

の取組を進めるとともに、防犯への取組の必要性が広く県民に理解されるよう、県の広報媒体等によ

り、積極的かつ効果的な広報・啓発活動を行います。また、県民に対する防犯教育等を推進し、自主

防犯意識の醸成を図ります。 

（２）施策の展開 

施      策 具 体 的 施 策 具体的施策の内容（取組） 

１ 県民の自主防犯意識の醸成 

 

１）県民への意識啓発 

 

①県の広報媒体等を通じた広報・啓

発の推進 

 
 

 

②旬間等における効果的な防犯キャ

ンペーンの実施 

  
③防犯に係るシンボルマークや標語

の活用・推奨 

 ２）犯罪の発生状況や防犯対

策等の情報提供 

①県警ホームページや広報紙を利用

した情報提供等 

  ②迅速な情報提供 

 ３）防犯教育等の推進 ①学校等における防犯教育の推進 

  ②地域住民等を対象とした防犯講話

等の推進 

  ③インターネット利用に関する防犯

意識啓発 

  ④特殊詐欺等に対する被害防止対策

の推進 

  ⑤事業者に対する防犯教育の推進 

 ４）消費者啓発・教育の推進 ①消費生活講座等の開催 

  ②消費生活情報誌の発行 

  ③消費生活センターホームページを

活用した情報提供 

  ④ライフステージや場の特性に応じ

た消費者教育の推進 

基本的方向性１ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けたひとづくり 

施策１ 県民の自主防犯意識の醸成 

 

  第４ 主な取組事項 
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［シンボルマーク］          犯罪のない安全・安心まちづくり標語 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）具体的施策の内容等 

具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

１）県民への意識啓発 ①県の広報媒体等を通じた広報・啓発の推進 

・万引きや自転車盗等の身近な犯罪や特殊詐欺に対する

防犯への取組の必要性が広く県民に理解されるよう、

県のホームページ、県民だより、ラジオ番組等の多様

な広報媒体により、積極的に情報提供を行います。 

②旬間等における効果的な防犯キャンペーンの実施 

・春及び秋の「安全・安心まちづくり旬間」において、

効果的な防犯のためのキャンペーン事業を展開しま

す。 

□春の旬間（４月21日から30日） 

□秋の旬間（10月11日から20日） 

③防犯に係るシンボルマークや標語の活用・推奨 

・県民から募集したシンボルマーク及び標語（※1）

を、県内の防犯活動の統一的シンボルとして、その使

用を推奨していきます。 

県民生活文化課 

 

スポーツ健康課 

 

生活安全企画課 

２）犯罪の発生状況や防犯

対策等の情報提供 

①県警ホームページや広報紙を利用した情報提供 

・犯罪の発生状況や防犯対策等の情報を、多くの人が知

ることができるよう、警察本部のホームページや広報

誌、青森県警察防犯アプリ「まもリン」（※２）を通

じて提供します。なお、犯罪の発生状況等の情報は、

GIS（地理情報システム）等により適時・的確に提供

します。 

【警察本部のホームページ】 

□前兆事案発生マップ 

□前兆事案情報 

②迅速な情報提供 

・特にこども・女性の安全確保の観点から、迅速な情報

を提供します。  

□青森県警察防犯アプリ「まもリン」  

スポーツ健康課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課  

 

人身安全対策課 

 

 

● 最優秀作品 

結び合う 地域のきずな 守るまち 

● 高校生・一般部門優秀作品 

あいさつは 地域の安全 守る声 

● 中学生部門優秀作品 

犯罪から 守るみんなの まちづくり 

● 小学生部門優秀作品 

手をつなぎ あんぜん あんしん あおもりけん 
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具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

３）防犯教育等の推進 ①学校等における防犯教育の推進  

・学校等における授業及び防犯教室や防犯避難訓練等を

通じ、犯罪被害防止のための危険予測・危険回避能力

を育成します。実施の際は、児童等自らが、興味・関

心をもって、積極的に取り組める内容とします。 

②地域住民等を対象とした防犯講話等の推進 

・特殊詐欺や住宅対象侵入窃盗など、県民の身近で起こ

り得る犯罪に対する防犯意識を醸成するため、防犯講

話や街頭での広報活動等を行い、地域住民等の犯罪に

対する抵抗力の向上を図ります。 

③インターネット利用に関する防犯意識啓発 

・情報セキュリティや規範意識の向上とともに機運醸

成を図るため、年齢別（児童・生徒・一般など）の

イベント開催や講話、広報等により、積極的に意識

啓発を行います。 

④特殊詐欺等に対する被害防止対策の推進 

・高齢者等に対し、特殊詐欺や悪質商法をはじめとし

た消費者被害防止のための啓発活動を実施するとと

もに、県及び市の消費生活センターや消費者ホット

ライン（188番）の周知を図ります。 

・社会福祉協議会や町内会等の依頼を受けて実施する

消費生活派遣講座等において、特殊詐欺等の手口を

紹介し、周囲の高齢者等に対する周知や見守り活動

を呼びかけます。 

・消費者トラブルの未然防止を図るため、地域見守り

活動を行っていただく方を消費生活サポーターとし

て登録し、その活動に資するための研修会を開催す

るほか、市町村における地域見守り活動の取組を支

援します。 

⑤事業者に対する防犯教育の推進 

・防犯訓練等の自主防犯対策が推進されるよう、事業者

に対する意識啓発や犯罪の発生状況等の情報提供を行

います。 

県民生活文化課 

 

青少年・男女 

共 同 参 画 課 

 

学 校 教 育 課 

 

スポーツ健康課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課  

 

サイバー犯罪  

対 策 課  

４）消費者啓発・教育の推

進 

①消費生活講座等の開催 

・消費者が、消費生活における必要な知識と判断力を習

得し、主体的に行動できるよう、消費生活派遣講座

（市町村、学校、公民館、社会福祉協議会、消費者団

体等へ出向いての講義）や消費生活大学講座（消費生

活に関する知識を学習する連続講座）を開催するほ

か、市町村や関係団体等に消費生活・金融知識に関す

る講座の開催を働きかけます。 

②消費生活情報誌の発行 

・消費者トラブルの未然防止のための啓発や消費生活に

関する情報を掲載した消費生活情報誌「消費者情報あ

おもり」を発行します。 

県民生活文化課 

 

学 校 教 育 課 

 

生涯学習課 

 

生 活 保 安 課  
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具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

４）消費者啓発・教育の推

進 

③消費生活センターホームページを活用した情報提供 

・消費生活センター（※３）のホームページにおいて、

消費生活に関する講座や行事等の情報を提供するとと

もに、消費者被害の拡大防止と注意喚起のため、最新

の消費生活相談事例、悪質商法等の緊急情報等を提供

します。 

④ライフステージや場の特性に応じた消費者教育の推

進 

・学校等と連携し、子どもから若者までの各段階に応じ

た消費生活の知識の習得と実践的な能力の育成に資す

る取組や子育て世代、高齢者など幅広い年代への啓発

活動を実施するとともに、県内の事業所等に県から消

費生活情報を提供し、職場を通じた意識啓発を行いま

す。 

県民生活文化課 

 

学 校 教 育 課 

 

生 涯 学 習 課 

 

生 活 保 安 課  

 

（４）数値目標 

番号 項  目 現  況 目   標 担 当 課 

１ 消費生活センターの認知度 
62.4% 

2022(令和４)年度 

80.0% ※ 

202６(令和８)年度 
県民生活文化課 

２ 
青森県警察防犯アプリ「まもリン」

のダウンロード数 

16,019件 

202３(令和５)年７月 

30,000件 

202８(令和10)年末 
生活安全企画課 

※ 数値目標は「第４次青森県消費生活基本計画」における計画期間終期である2026年度の達成

目標を掲載しています。 
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【解説】 

 

 

 

 

【取組紹介】 

特殊詐欺の被害防止に向けた広報啓発活動  

悪質・巧妙化する特殊詐欺の被害防止に向け、防

犯ボランティア団体や関係団体・事業者等が連携し

て、幅広い世代に対して広報啓発活動を実施してい

ます。 

   

 

 

 

 

 

                                    ショッピングセンターでの啓発活動 

 

 ※取組紹介は、いずれも推進計画策定時の取組を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活センターの用語の

説明・写真差替えを依頼 

※１ シンボルマーク及び標語 

犯罪のない安全・安心まちづくりシンボルマークと標語は、自主防犯活動を行う皆さん

の一体感、連帯感を醸成するため、平成１８年に県が一般の方から募集し選考したもの

で、県庁ホームページの安全・安心まちづくりのページにおいてその活用方法や活用事例

を紹介しています。 

 

※２ 青森県警察防犯アプリ「まもリン」  

アプリをダウンロードすることで、県内で発生した声掛け事案の発生状況、特殊詐欺や

特殊詐欺に発展するおそれのある不審電話の認知状況が警察から配信されるシステムで

す。 

 

※３ 青森県消費生活センター  

商品やサービスに関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付

け、問題解決のための助言等を行っています。また、消費生活大学講座や出前講座などの

消費者教育・啓発活動も行っています。 
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（１）趣旨 

犯罪の減少を図るためには、個人による防犯対策はもちろんのこと、地域や事業所ぐるみによる対

応が必要です。 

このため、地域の多様な主体による自主的な防犯活動の推進に向け、地域、会社、事業所、学校等

における自主防犯活動の中心となる人財を育成し、支援します。 

 

（２）施策の展開 

施      策 具 体 的 施 策 具体的施策の内容（取組） 

２ 防犯活動を担う人財の育成 

 

１）自主防犯活動を担う人財

の育成 

①学校等における防犯指導者の資質

の向上 

  
②事業所等における防犯責任者の設

置促進及び資質の向上 

  
③安全・安心地域活動ハンドブック

等の活用 

 

 

【取組紹介】 

浜田ニュータウン町会防犯パトロール隊（青森市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年に地域内にある大型ショッピングセンター駐車場で強盗事件が発生したことに伴い、「自

分たちの街は自分たちで守ろう」という機運が高まり、平成２１年に団体を設立。 

活動隊員が活動計画を策定し、メンバー２４名（令和５年４月末時点）で地域に根ざした自主防犯

活動を展開しています。 

○ 通学路での見守り活動 

○ 徒歩や青色回転灯防犯車によるパトロール 

○ 自転車盗難防止や特殊詐欺被害防止などの広報啓発活動 

○ 清掃活動、草刈り等 

 

 

基本的方向性１ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けたひとづくり 

施策２ 防犯活動を担う人財の育成 
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（３）具体的施策の内容等 

具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

１）自主防犯活動を担う人

財の育成 

①学校等における防犯指導者の資質の向上  

・学校における防犯指導及び防犯教室（訓練）等におい

て、より具体的・実践的な活動が行われるよう、研修

会等を実施して教職員の資質の向上を図ります。  

スポーツ健康課 

 

生活安全企画課 

②事業所等における防犯責任者の設置促進及び資質の

向上 

・会社、事業所等における防犯責任者の配置を促進し、

情報提供等により資質向上を図ります。 

③安全・安心地域活動ハンドブック等の活用 

・安全・安心に係る地域活動における対応マニュアルな

どをまとめた安全・安心地域活動ハンドブックや防犯

パトロールガイドブック、防犯指針（※１）を県のホ

ームページに掲載し、活用を図ります。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 

 

【解説】 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

※１ 防犯指針（県が定める４つのガイドライン） 

①「学校等における児童等の安全の確保に関する指針」【条例第 10 条第 1 項】 

②「通学路等における児童等の安全の確保に関する指針」【条例第 11 条第 1 項】 

③「犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針」【条例第 15 条第 1 項】 

④「犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針」【条例第 16 条第 1 項】  
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（１）趣旨 

人口減少社会の進展に伴い地域コミュニティの希薄化が進行する中で犯罪のない安全・安心まちづ

くりを推進していくためには、自主防犯活動団体をはじめ、NPOや民間事業者、町内会・自治会等の

地縁組織など、地域の多様な主体が連携・協働して、自主的・自律的に防犯活動に取り組んでいくこ

とが重要です。 

このため、県民等に対する防犯意識の醸成や社会参加活動の促進を図っていくほか、自主防犯活動

団体等の活動を支援していきます。 

  

（２）施策の展開 

施      策 具 体 的 施 策 具体的施策の内容（取組） 

３ 自主的な防犯活動の促進 

 

１）県民等に対する防犯意識

の醸成 
①各種の情報提供による意識啓発 

  
②ボランティア団体等の取組事例の

紹介 

 ２）社会参加活動の促進 ①社会参加活動への支援 

  ②NPOへの支援 

  ③ボランティアやNPOとの連携 

  

④青森県警察大学生防犯ボランティ

ア （ Aomori Public Peace 

Maker）の活動促進 

 
３）自主防犯活動団体への支

援 
①団体の結成促進等 

  ②自主防犯パトロール活動への支援 

  
③自主防犯活動の活性化に向けた支

援 

 
４）地域コミュニティの持続

的維持と活性化 
①地域の多様な主体の交流の推進 

  ②見守り運動の推進 

 

 

 

 

 

 

基本的方向性２ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた地域づくり 

施策３ 自主的な防犯活動の促進 
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（３）具体的施策の内容等 

具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

１）県民等に対する防犯意

識の醸成 

①各種の情報提供による意識啓発 

・県民等に対し、自主防犯意識や「地域の安全は自分た

ちで守る」という地域防犯意識を醸成するため、出前

トークや広報等を通じ、積極的な意識啓発を行いま

す。 

②ボランティア団体等の取組事例の紹介 

・県のホームページに、各地域で活動している自主防犯

団体の取組事例（ノウハウ）を紹介するなど、地域の

防犯活動に役立つ情報を提供します。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課  

２）社会参加活動の促進 ①社会参加活動への支援 

・ボランティア活動に興味を持っている県民等が、気軽

に地域活動へ参加できるよう、ＮＰＯに関する情報発

信や活動機会の提供など、必要な支援を行います。 

②ＮＰＯへの支援 

・取組事例の情報提供等により、防犯活動等を行ってい

るＮＰＯを支援します。 

③ボランティアやＮＰＯとの連携 

・町内会やＰＴＡ等が行う活動を活性化させるため、豊

富なノウハウを有するボランティアやＮＰＯとの連携

を図ります。 

・少年補導協力員が少年非行防止や犯罪被害防止のため

の啓発・講話や登下校時の児童・生徒の見守り活動を

行います。 

・青森県少年サポートボランティアが少年非行防止や犯

罪被害防止のための啓発・講話を行います。 

④青森県警察大学生防犯ボランティア(Aomori Public 

Peace Maker）の活動促進 

・県内の大学に在学する大学生を青森県警察大学生防犯

ボランティアに指名し、警察と連携して防犯に関する

広報啓発活動を行い、防犯活動への若い世代の参加を

促進します。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課  

３）自主防犯活動団体への

支援 

①団体の結成促進等 

・自主防犯組織の結成や活動が促進されるよう、情報提

供など必要な支援を行います。 

・地域活動団体等による、こどもや高齢者等に対する見

守り活動等の促進を図ります。 

②自主防犯パトロール活動への支援 

・地域における自主防犯パトロール活動を活性化するた

め、青色回転灯を車両に装備して行うパトロールの促

進と適正な運用を支援します。 

・地域における農産物等の盗難被害を未然に防止するた

め、農家などによるパトロール活動等を支援します。 

県民生活文化課 

 

農林水産政策課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課 
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具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

３）自主防犯活動団体への

支援 

 

 

 

③自主防犯活動の活性化に向けた支援 

・地域の防犯力を高めるための防犯理論や自主防犯活

動の事例などを掲載した地域防犯力強化のための手

引書を県のホームページに掲載し、活用を図りま

す。 

・防犯活動のノウハウや心構えなどを掲載した防犯パ

トロールガイドブックを県のホームページに掲載

し、活用を図ります。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課 

４）地域コミュニティの持

続的維持と活性化 

①地域の多様な主体の交流の推進 

・地域における良好なコミュニティ構築のため、自主防

犯パトロール等の各種活動が促進されるよう、必要な

情報を提供します。 

②見守り運動の推進 

・安全・安心まちづくりを推進するため、大人とこども

がお互いに声をかけあう「声かけ活動」を県内全域で

展開するなど、こどもの安全確保について効果的な施

策を展開していきます。 

県民生活文化課 

 

青少年・男女 

共 同 参 画 課 

 

生活安全企画課 

 

（４）数値目標 

番号 項  目 現  況 目  標 担 当 課 

３ 自主防犯活動団体数 
306団体 

2022（令和４）年末 

現状維持 

202８（令和10）年末 

県民生活文化課 

生活安全企画課 

４ 青色回転灯防犯車数 
287台 

2022（令和４）年末 

300台 

202８（令和10）年末 
生活安全企画課 

５ 
地域の大人に挨拶をする 

小・中・高校生の割合 

79.1％ 

2022（令和４）年度 

85.0％ 

202８（令和10）年度 

青少年・男女 

共 同 参 画 課 

６ 
地域の大人から挨拶されている 

小・中・高校生の割合 

70.5％ 

2022（令和４）年度 

80.0％ 

202８（令和10）年度 

青少年・男女 

共 同 参 画 課 

 

 

【取組紹介】 

青色回転灯防犯車による防犯活動 

防犯パトロールを行う様々なボランティア団体等が、

自動車に青色回転灯を装着して、目に見える「犯罪抑止」

活動を行っています。 
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（１）趣旨 

学校等（※1）及び通園・通学路等における児童等の安全を確保するため、学校等、保護者、地域

住民、警察署、民間団体などと連携・協力し、学校等の安全体制の整備や安全教育の充実、通園・通

学路等の環境整備などの取組を促進します。 

 

（２）施策の展開 

施      策 具 体 的 施 策 具体的施策の内容（取組） 

４ 児童等の安全確保に関する

取組の推進 
１）学校等の安全体制の構築 ①防犯指針の周知 

  ②学校安全計画の整備 

  
③学校での危険等発生時対処要領の

整備 

  
④防犯指針等に沿った安全対策の充

実・強化 

  ⑤地域学校安全委員会の活動の促進 

 
２）学校安全ボランティアの

組織化の拡大等 

①学校安全ボランティアの組織化及

び活動の促進 

  
②地域学校安全委員会と学校安全ボ

ランティアとの連携 

  
③「110番の家」及び「110番の

車」の周知・支援 

 ３）安全教育の推進 ①地域安全マップの作成促進 

  ②防犯教室（訓練）の促進 

  

③「少年非行防止JUMPチーム」及

び「少年非行防止リトルJUMPチ

ーム」の活動促進 

  
④合同サポートチーム「STEPS」等

による活動の推進 

 ４）警察との連携 ①警察によるパトロール活動の強化 

基本的方向性２ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた地域づくり 

施策４ 児童等の安全確保に関する取組の推進 
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（３）具体的施策の内容等 

具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

１）学校等の安全体制の構

築 

①防犯指針の周知 

・児童等の安全を確保するために必要な方策等を示し

た、下記の防犯指針を県のホームページに掲載し、周

知を図ります。 

□「学校等における児童等の安全の確保に関する指針」 

□「通学路等における児童等の安全の確保に関する指針」  

②学校安全計画の整備 

・学校において必要とされる、安全に関する具体的な内

容を取り入れた「学校安全計画」（※２）を毎年度見

直して内容の充実を図ります。 

③学校での危険等発生時対処要領の整備 

・犯罪等の危険等発生時に備えるため、「危険等発生時

対処要領」（※３）が各学校等の実態に応じた実効性

のあるマニュアルとなるよう毎年度見直して内容の充

実を図ります。 

④防犯指針等に沿った安全対策の充実・強化 

・「学校等における児童等の安全の確保に関する指針」

及び「通学路等における児童等の安全の確保に関する

指針」等に基づき、学校や通学路等の児童等の安全対

策の充実・強化を図ります。 

⑤地域学校安全委員会の活動の促進 

・地域学校安全委員会（※４）の活動を促進し、地域ぐ

るみで児童等の安全対策について協議します。 

県民生活文化課 

 

スポーツ健康課 

 

生活安全企画課 

２）学校安全ボランティア

の組織化の拡大等 

①学校安全ボランティアの組織化及び活動の促進 

・登下校時のパトロール等を実施している学校安全ボラ

ンティア（スクールガード）（※５）の充実を図りま

す。 

②地域学校安全委員会と学校安全ボランティアとの連

携 

・地域学校安全委員会は、学校安全ボランティアと連携

を密にして情報の共有化を図るなど、学校安全体制の

強化を図ります。 

生 涯 学 習 課 

 

スポーツ健康課 

③「１１０番の家」及び「１１０番の車」の周知・支 

 援 

・児童、保護者等に「子ども・女性１１０番の家・車」

の所在・役割等について周知を図るとともに、随時必

要な情報提供を行うなど活動を支援します。 

スポーツ健康課 

 

生活安全企画課 
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具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

３）安全教育の推進 ①地域安全マップの作成促進 

・児童等が、犯罪の発生しそうな場所等を自ら歩いて調

査し、地図に書き込むことで、危険予測能力、危険回

避能力が身に付き、犯罪から自分の身を守る能力を高

めることができる地域安全マップの作成を民間団体等

の取組とも連携の上、促進します。 

スポーツ健康課 

 

生活安全企画課 

②防犯教室（訓練）の促進 

・児童等が、自分の身を守る方法等を体験できる防犯教

室（訓練）（※６）の開催を促進します。 

スポーツ健康課 

 

生活安全企画課 

③「少年非行防止ＪＵＭＰチーム」及び「少年非行防

止リトルＪＵＭＰチーム」の活動促進 

・少年自身が同年代の少年たちに非行防止や犯罪被害防

止を呼びかける中・高校生による「JUMPチーム」

と小学生による「リトルＪＵＭＰチーム」（※７）の

学校内外における活動を促進します。 

④合同サポートチーム「ＳＴＥＰＳ」等による活動の

推進 

・教育庁と県警本部で結成する合同サポートチーム「Ｓ

ＴＥＰＳ」（※８）や各警察署が、学校・団体等に赴

き、啓発・指導、講話等を行い、少年非行防止や犯罪

被害防止の取組を推進します。 

学 校 教 育 課 

 

生活安全企画課 

４）警察との連携 ①警察によるパトロール活動の強化 

・前兆事案等不審者情報の分析等により、管轄する警察

署、交番、駐在所によるパトロール活動を強化すると

ともに、学校安全ボランティア等と連携して児童等の

安全確保を図ります。 

生活安全企画課 

 

地 域 課 

 

（４）数値目標 

番号 項  目 現  況 目   標 担 当 課 

７ 
小学校における地域安全マップの

作成率 

74.3％ 

2022(令和４)年度 

100％ 

202８(令和10)年度 

スポーツ健康課 

生活安全企画課 

８ 

小学校における防犯教室等の生活

安全に関する教育（教科を除く。）

の実施割合 

82.5％ 

2022(令和４)年度 

100％ 

202８(令和10)年度 

スポーツ健康課 

生活安全企画課 
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【解説】 

 

※１ 学校等 

小学校・中学校・義務教育学校・高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学

校、幼稚園及び専修学校の高等課程並びに認定こども園、保育所、児童厚生施設である児

童館、児童センター等の児童福祉施設をいいます。 

 

※２ 学校安全計画 

児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等

に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修

その他学校における安全に関する事項に係る計画 

 

※３ 危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル） 

児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において

当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領 

 

※４ 地域学校安全委員会 

学校運営組織に位置づけ、学校安全の充実を図るため、家庭や地域社会と連携し、児童

生徒の安全に関する諸問題について協議する組織です。（組織の構成例：学校関係者、市

町村教育委員会、警察や消防等の関係機関、ＰＴＡ、町内会、地区防犯協会等） 

 

※５ 学校安全ボランティア 

校区内の学校と連携して、児童生徒の安全確保を図るため、地域住民等が校区内を巡回

するなど、ボランティア（スクールガード）による組織です。（組織の構成例：校区内Ｐ

ＴＡ、町内会、地区防犯協会、青少年団の関係者等のボランティア） 

・登下校時におけるパトロール 

・通学路等における危険箇所等の情報を地域学校安全委員会へ提供 等 

 

※６ 防犯教室（訓練） 

自分の身を守る方法等について、児童等が体験できる防犯教室(訓練)を開催しています。 

・登下校時の危険と対処方法に関する指導 

・登下校の安全確保のポイント 

・不審者侵入時の対応など、学校における防犯対策 

・性犯罪を含む犯罪被害に遭わないための防犯指導 等 

 

※７ 「少年非行防止ＪＵＭＰチーム」及び「少年非行防止リトルＪＵＭＰチーム」 

同年代の少年たちの規範意識を高め、「非行防止の輪」を広げることを目的に結成され

たボランティアチームです。中学生・高校生による少年非行防止ＪＵＭＰチームは平成 11

年から、小学生による少年非行防止リトルＪＵＭＰチームは平成 23 年から結成され、学

校内外において、挨拶運動、万引き防止啓発活動、自転車盗難被害防止活動などを、創意

工夫を凝らしながら行っています。 

 

※８ 合同サポートチーム「ＳＴＥＰＳ」 

教育庁と警察本部が、少年非行等に関して専門的な知識や豊富な経験を有するスタッフ

により結成した合同サポートチームです。 
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【取組紹介】  

地域安全マップの作成 

県警察本部では、県教育委員会と連携して、小

学校の児童が学校周辺を歩いて、犯罪が起こり

やすそうな場所や、有事の際に逃げ込む「子ど

も・女性 110 番の家」などを写真に撮りなが

ら確認し、その後、地域に点在する危険箇所を

再確認する「地域安全マップ」の作成に取り組

んでいます。 

 

 

 

五所川原市立金木小学校の地域安全マップ 

 

 

【取組紹介】 

地域における見守り活動 

三本木小学校学区青少年健全育成協議会では、十

和田市の中心街を学区とする十和田市立三本木小学

校学区での児童生徒の登下校時の見守りや児童生徒

の横断時の誘導等の交通安全活動を行っています。 

また、他学区の複数校においても「朝の挨拶運動」

を実施し、気持ちのよい挨拶をすることにより、安

全・安心な明るい地域及び学校づくりを目指した啓

発活動に取り組んでいます。 

 

 

 

 

十和田市立三本木小学校学区青少年健全育成協議会  

 

 

【取組紹介】 

小学校での不審者対応訓練   

 平川市立平賀東小学校では、不審者を想定した訓

練を行うことで、危険を回避したり、安全に対処し

たりするための正しい判断力や適切な態度、身の守

り方などを知ることをねらいとし、防犯教室を行っ

ています。また、教職員は、防犯教室を通して、そ

れぞれの役割分担を明確にし、児童の安全確保、不

審者への対応等の対処能力の習得・向上に取り組ん

でいます。 

 

 

 

 

平川市立平賀東小学校での訓練 
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参考 

 

子ども・女性 

１１０番の家 

不審者からの声掛けがあったときや連れ去られそうになったときなど、家庭や警察

に緊急の連絡が必要なときに、こどもが避難し、駆け込むことができる場所です。 

通学路を中心に、一般家庭や事業所などが自主的に組織しており、「子ども・女性

110番の家」等と表示しています。 

子ども・女性 

１１０番の車 

自治体、事業所、ＰＴＡなどがそれぞれの車両を使用し、「子ども・女性110番

の車」などのステッカーを車体に貼って走行して、こどもの安全の見守りや緊急な避

難が必要な場合の一時的な保護などを役割としています。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子ども・女性 110 番の家 、子ども・女性 110 番の車 

学校安全委員会

児童生徒の安全に関する諸問題

について協議

 地域学校安全委員会と学校安全ボランティア等の役割（イメージ） 

地域学校安全委員会 
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（１）趣旨 

犯罪被害に遭わないためには、基本的には「自らの安全は自らが守る」ということが重要ですが、

児童等と同様に、高齢者や障害者は犯罪の対象となりやすいことから、防犯活動に取り組んで行く上

で、高齢者等の安全を確保するための特別の配慮が必要です。 

 

（２）施策の展開 

施      策 具 体 的 施 策 具体的施策の内容（取組） 

５ 高齢者等の安全確保に関す

る取組の推進 

１）地域コミュニティの持続

的維持と活性化 
①高齢者の社会参加活動の促進 

  
②高齢者が生涯現役で活躍できる社

会づくりの推進 

  ③関係者への情報提供 

 
２）高齢者等への見守り活動

の推進 
①友愛訪問活動の促進 

  ②徘徊事案等への対応 

  
③関係機関による特殊詐欺被害防止

活動の推進 

  
④高齢者等の防犯指導及び巡回援助

活動の推進 

 

 

         【地域支援事業における「つどいの場」の位置づけ】 

基本的方向性２ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた地域づくり 

施策５ 高齢者等の安全確保に関する取組の推進 
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（３）具体的施策の内容等 

具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

１）地域コミュニティの持

続的維持と活性化 

①高齢者の社会参加活動の促進 

・地域の自主的な活動組織である老人クラブへの加入促

進を図ることにより、高齢者の社会参加活動を活発化

するとともに、世代間の交流・連携やつながりを深め

ます。 

②高齢者が生涯現役で活躍できる社会づくりの推進 

・高齢者のスポーツ、健康づくりをはじめとした地域活

動を推進する事業や、仲間づくりを支援する事業、つ

どいの場などの居場所づくりを推進する事業を実施す

ることにより、高齢者が人とのつながりを深めるとと

もに、生涯にわたり生きがいを持って生活することの

できる社会づくりを進めます。 

高齢福祉保険課 

③関係者への情報提供 

・市町村、地域住民、事業者等が一体となって、高齢者

等を地域で支え合う活動が促進されるよう、必要な情

報を提供します。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

２）高齢者等への見守り活

動の推進 

①友愛訪問活動の促進 

・老人クラブの会員が、ひとり暮らし等の高齢者世帯を

訪問するなど、高齢者相互支援活動を推進するための

取組（指導者育成等）を通じて、地域の支え合い体制

の構築を支援し、高齢者の安全確保を図ります。 

高齢福祉保険課 

②徘徊事案等への対応 

・認知症高齢者等について、市町村が関係機関と連携

し、見守りや行方不明時の早期発見につなげるネット

ワークの活用を図ります。（認知症高齢者等の見守

り・ＳＯＳネットワーク） 

・高齢者の徘徊事案について、地域の関係機関（警察署

等）、事業者（タクシー会社）等が協力して、発見・

保護するシステムの活用を図ります。（「シルバー

SOSネットワーク」の活用） 

・聴覚等に障害のある方や電話での会話に支障がある方

からの110番通報を受信できる環境を整え、110番

通報へ迅速・的確に対応することにより、障害者の安

全確保を図ります。（110番アプリ、ＦＡＸ110

番・メール110番の運用） 

高齢福祉保険課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課  

 

人身安全対策課 

 

通 信 指 令 課 

③関係機関による特殊詐欺被害防止活動の推進 

・市町村担当職員等を対象とした圏域情報交換会で最近

の相談事例を紹介し、市町村が実施する高齢者等の見

守り体制である「相談窓口紹介ネットワーク」の活動

を促進することにより、被害の未然防止を図ります。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課  
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具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

２）高齢者等への見守り活

動の推進 

③関係機関による特殊詐欺被害防止活動の推進 

・高齢者が訪れる金融機関や調剤薬局等に啓発ポスター

を掲出し、被害の未然防止を図ります。 

・特殊詐欺被害を防止するため、金融機関、コンビニエ

ンスストア、宅配業者等と連携し、送金前の声がけと

被害防止の広報により未然防止を図ります。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課  

④高齢者等の防犯指導及び巡回援助活動の推進 

・町内会や老人クラブ等に出向き、被害事例をわかりや

すい寸劇にした消費生活派遣講座を実施するなど、高

齢者等の消費者被害防止に向け、その特性に応じたき

め細かな広報啓発活動を推進します。 

・市町村や関係機関との連携により、高齢者世帯を訪問

し、直接声がけして消費者被害防止の注意喚起と啓発

を行う活動を促進します。 

・特殊詐欺を始めとした各種犯罪被害防止について、老

人クラブ、福祉施設等に赴き、高齢者の心に響く分か

りやすい広報活動を推進します。 

・一人暮らしの高齢者世帯等を警察官が巡回し、犯罪の

発生状況や防犯対策について情報提供するとともに、

助言・援助する活動を促進します。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課 

 

（４）数値目標     

番号 項  目 現  況 目   標 担 当 課 

９ 高齢者の「つどいの場」の参加率 
2.9％ 

2021(令和3)年度 

あおもり高齢者すこやか 

自立プラン2024 

（仮称）に基づく目標値 

高齢福祉保険課 

10 
高齢者の見守りネットワーク等を

構築している市町村数 

35市町村 

2022(令和４)年度 

あおもり高齢者すこやか 

自立プラン20244 

（仮称）に基づく目標値 

高齢福祉保険課 

 ※ 数値目標は「あおもり高齢者すこやか自立プラン2024（仮称）」における計画期間終期である

2026年度の達成目標を掲載しています。 
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（１）趣旨 

県では、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るため、国内外からの観光客誘致に取り組ん

でいます。観光客の安全を確保するためには、警察活動のみならず、行政と観光業界等が連携して、

防犯に係る対策を強化することが重要です。 

 

（２）施策の展開 

施      策 具 体 的 施 策 具体的施策の内容（取組） 

６ 観光客の安全確保に関する

取組の推進 

１）観光及び交通事業者等と

の連携 

①観光及び交通事業者等への情報提

供 

  ②観光客への注意喚起 

  ③防犯活動への取組の呼びかけ 

 ２）警察との連携 ①警察によるパトロール活動の強化 

 

  

基本的方向性２ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた地域づくり 

施策６ 観光客の安全確保に関する取組の推進 
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（３）具体的施策の内容等 

具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

１）観光及び交通事業者等

との連携 

①観光及び交通事業者等への情報提供 

・観光及び交通事業者等による自主的な防犯対策がとら

れるよう、観光客が遭遇する恐れのある犯罪等につい

て、発生状況や防犯対策等の情報を提供します。 

②観光客への注意喚起 

・宿泊施設や観光施設等における犯罪の未然防止対策と

して必要性が認められる場合には、観光客へ被害防止

の注意を喚起する文書等の配布を施設の管理者等へ働

きかけます。 

・訪日外国人を含めた観光客等に対し、リーフレットを

配布し、自主防犯意識（施錠、貴重品の携帯等）の高

揚を図ります。 

・訪日外国人旅行者等に配布する観光パンフレットに犯

罪や事故にあった際の連絡先等を掲載するなど情報を

提供します。 

③防犯活動への取組の呼びかけ 

・防犯活動の重要性の観点から、旅館・ホテル業者が自

主的に実施する研修事業等の中に、防犯教育を取り込

むよう働きかけます。 

・他の事業者と同様に、事業所における防犯責任者の設

置とともに、施設の実情に応じた防犯マニュアルの作

成等を働きかけます。 

・観光客に安心感を与えるため“おもてなしの心”をも

って接客するよう働きかけます。 

県民生活文化課 

 

観 光 企 画 課 

 

誘客交流課 

 

生活安全企画課 

２）警察との連携 ①警察によるパトロール活動の強化 

・犯罪の発生状況に応じ、観光地を管轄する警察署、交

番、駐在所によるパトロール活動を強化し、必要な指

導を実施します。 

生活安全企画課 

 

地 域 課 
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（１）趣旨 

公園、道路、駐車場等は、不特定多数の人々が利用することから、犯罪の発生件数が多く、かつ、

犯罪を誘発する要素が多いスペースです。また、深夜営業のコンビニエンスストア等の店舗や、自動

車、自転車、自動販売機などについては窃盗の対象となりやすく、防犯対策の強化が求められていま

す。 

犯罪のない安全・安心まちづくりを推進するためには、地域における自主的な防犯活動の促進とと

もに、防犯に配慮した環境づくりが重要であることから、防犯指針を踏まえた施設や設備などの環境

整備を促進します。 

 

（２）施策の展開 

施      策 具 体 的 施 策 具体的施策の内容（取組） 

７ 防犯に配慮した生活環境の

整備 
１）住宅の防犯性の向上 ①防犯指針の周知 

  ②防犯に配慮した住宅の整備 

 ２）道路等の防犯性の向上 ①防犯指針の周知 

  
②防犯に配慮した道路や通学路及び

公園等の整備 

  ③街路灯の整備促進 

 
３）店舗における防犯対策の

強化 

①関係団体等に対する情報提供や技

術的助言 

  ②防犯対策の強化 

 
４）盗難の防止に配慮した自

動車や自転車等の普及 

①関係団体等に対する情報提供や技

術的助言 

  
②盗難の防止に配慮した自動車や自

転車等の普及 

 
５）防犯カメラの設置拡充 

 

①関係団体等に対する情報提供や技

術的助言 

  
②街頭における防犯カメラの設置拡

充 

 

  

基本的方向性２ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けた地域づくり 

施策７ 防犯に配慮した生活環境の整備 
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（３）具体的施策の内容等 

具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

１）住宅の防犯性の向上 ①防犯指針の周知 

・防犯性の高い住宅が普及するよう、犯罪の防止に配慮

した住宅の構造及び設備等に関する基準等を示した、

下記防犯指針の周知を図ります。 

□「犯罪の防止に配慮した住宅等の構造、整備等に関

する指針」 

②防犯に配慮した住宅の整備 

・県営住宅等の整備及び管理に当たっては、防犯に配慮

した構造、設備等を活用して効率的、効果的な対策を

図ります。 

・市町村の公営住宅等の整備については、防犯機能の向

上が図られるよう、事業主体に対して啓発指導しま

す。 

県民生活文化課 

 

整 備 企 画 課 

 

建 築 住 宅 課 

 

生活安全企画課 

２）道路等の防犯性の向上 ①防犯指針の周知 

・防犯性の高い道路等（公園、自動車駐車場及び自転車

駐車場を含む。）が普及するよう、犯罪の防止に配慮

した道路等の構造及び設備等に関する基準等を示し

た、下記防犯指針の周知を図ります。 

□「防犯の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関

する指針」 

②防犯に配慮した道路や通学路及び公園等の整備 

・児童等の通学時における安全を確保するため、防犯に

配慮した通学路の整備を促進します。 

・歩行者の安全を確保するため、歩車道分離施設の整備

等により、防犯機能の向上を図ります。 

・児童等の安全に配慮した都市公園の整備を促進しま

す。 

・土地区画整理事業区域内の街路灯の適正配置や歩車道

分離施設の整備等により、防犯機能の向上が図れるよ

う、事業主体に対して啓発指導します。 

県民生活文化課 

 

整 備 企 画 課 

 

道 路 課 

 

都 市 計 画 課 

 

生活安全企画課 

 

 

③街路灯の整備促進 

・街路灯の適正配置により、防犯機能の向上を図りま

す。  

整 備 企 画 課 

道 路 課 

都 市 計 画 課 
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具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

３）店舗における防犯対策

の強化 

①関係団体等に対する情報提供や技術的助言 

・警察署等関係機関・団体を通じ、防犯のために必要な

情報の提供や助言を行います。 

②防犯対策の強化 

・金融機関や深夜営業（コンビニエンスストア、ビデオ

店、ガソリンスタンド等）の小売業者及びタクシー事

業者に対し、防犯体制の整備、勤務体制（複数勤務の

導入）の見直しを行うとともに、従業員に対する防犯

指導などを徹底し、防犯対策を強化するよう働きかけ

ます。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課  

４）盗難の防止に配慮した

自動車や自転車等の普及 

①関係団体等に対する情報提供や技術的助言 

・警察署等関係機関・団体を通じ、防犯のために必要な

情報の提供や助言を行います。 

②盗難の防止に配慮した自動車や自転車等の普及 

・自動車や原動機付き自転車及び自転車の販売業者に対

し、盗難の被害に強い自動車や自転車等の普及に努め

るとともに、盗難防止ブザー、ひったくり防止ネット

等の盗難防止装置の普及に努めるよう働きかけます。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 

地 域 課  

５）防犯カメラの設置拡充 ①関係団体等に対する情報提供や技術的助言 

・警察署等関係機関・団体を通じ、防犯のために必要な

情報の提供や助言を行います。 

②街頭における防犯カメラの設置拡充 

・自治体、企業、各種団体等に対し、犯罪抑止効果の高

い防犯カメラについて、犯罪が多発する公園、通学

路、自動車駐車場及び自転車駐車場等への設置拡充を

働きかけます。 

・防犯カメラの有用性とプライバシーの保護との調和

を図り、防犯カメラを適切かつ効果的に活用するた

めの「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラ

イン」の周知を図ります。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 

（４）数値目標 

番号 項  目 現  況 目   標 担 当 課 

11 防犯カメラの設置箇所数 
3,020か所 

2022(令和４)年末 

3,５０0か所 

202８(令和10)年末 

県民生活文化課 

生活安全企画課 

12 
通学路合同点検対象における安全

対策実施率 

42.6％ 

2023(令和５)年度 

75.0％ 

202８(令和10)年度 
道 路 課 
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（１）趣旨 

犯罪のない安全・安心まちづくりを総合的かつ効果的に進めるためには、取組主体である県、市町

村、県民、事業者及び関係団体が連携を図り、一体となって防犯に関する取組を行うことが重要かつ

効果的と考えられます。 

そのため、多種・多様な実施主体が意見や情報を交換し、相互に連携して協力できる推進体制を確

立するものであり、県内全域に、安全・安心まちづくりに係る取組の趣旨が伝わるような仕組みを構

築します。 

 

（２）施策の展開 

施      策 具 体 的 施 策 具体的施策の内容（取組） 

８ 安全・安心まちづくり推進体

制の整備 

１）県民一体となった体制づ

くり 
①県レベルの推進体制 

  ②地域レベルの推進体制 

  ③官学連携による推進体制 

  ④庁内における推進体制 

 
２）推進組織の連携及びネッ

トワークづくり 

①県レベルと地域レベルの推進組織

の連携 

  ②市町村との連携 

  ③地域活動の支援 

  

基本的方向性３ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けたネットワークづくり 

施策８ 安全・安心まちづくり推進体制の整備 
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（３）具体的施策の内容等 

具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

１）県民一体となった体制

づくり 

①県レベルの推進体制 

・県は、行政、警察、県民、事業者などの代表者で構成

される「青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進

協議会」を通じて 

○犯罪のない安全・安心まちづくり推進のための広

報・啓発 

○自主的な防犯活動の促進・支援 

○構成団体間の意見・情報交換及び連絡調整 

を図ります。 

②地域レベルの推進体制（1７警察署単位） 

・地域住民の要望や意見の聴取、地域の実情に応じた防

犯活動など、具体的で実効性のある防犯活動を推進す

るため、「各地区安全・安心まちづくり推進協議会」

を通じて構成団体間の意見・情報交換及び連絡調整を

図り、地域レベルの推進体制を充実させます。 

③官学連携による推進体制 

・県内大学と連携し、「サイバーセキュリティ対策テク

ニカルアドバイザー」制度や、大学生による各種防犯

ボランティアなどの仕組みを通じて、各種知見の活用

や防犯啓発活動の推進を図ります。 

④庁内における推進体制 

・知事を本部長とする庁内組織である「青森県安全・安

心まちづくり推進本部（平成16年10月設置）」を中

心に、知事部局、教育庁、警察本部が連携をとり、部

局横断的に取り組むべき対策について調整を行いま

す。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 

サイバー犯罪対策課 

２）推進組織の連携及びネ

ットワークづくり 

①県レベルと地域レベルの推進組織の連携 

・県レベルの協議会で協議・報告された事項について、

地域レベルの協議会にフィードバックします。 

・県レベルの協議会においては、地域における課題や問

題点等の把握に努めます。 

②市町村との連携 

・地域住民に最も身近な自治体である市町村において犯

罪のない社会の実現に向けた独自の施策等が実施され

るよう、必要な情報の提供等を行います。 

③地域活動の支援 

・市町村が地域への支援活動を行う際の手引きとして

「安全・安心地域会議設立ガイド」、「安全・安心地

域づくり事例集」を県のホームページに掲載し、活用

を促します。 

・防犯に係る各種の広報啓発資料を提供します。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 
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犯罪のない安全・安心まちづくり推進体制のイメージ 

 

 

 

 

     

         

                 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（平成18年９月25日設立） 

○構成 会長：知事、参加団体（※）：５９団体 

○役割 県レベルの安全・安心まちづくりに係る取組の情報 

交換・意見交換による団体相互間の連携強化等 
 
  ※参加団体：教育団体、県民・地域団体、事業者団体、防犯団体、 

各地区安全・安心まちづくり推進協議会 等 

 
 
 

（平成16年10月14日設置） 

○構成 本部長：知事、本部員：各部局長等 

○役割 安全で安心なまちづくりに係る施策の総合的な推進等 

 

連携 

知事部局 

教育庁 警察本部 

 
（犯罪のない安全で安心して暮らせる青森県づくりを目指す） 

 

 

 

参画 

 

（1７警察署） 

○構成 （例）警察署、学校、市町村、事業者等の関係団体 

○役割 地域における安全・安心まちづくりの推進、地域における具体的取組に 

ついての協議・検討等 

 

 

 

 

連携 

県レベルの推進体制 

地域レベルの推進体制 
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（１）趣旨 

行政、警察、県民、事業者が一体となって、犯罪のない安全・安心まちづくりを推進していくため

には、県民生活に密接なつながりを持つ事業者が、防犯に配慮した対策を自ら推進するとともに、地

域社会の一員として防犯に係る取組へ参画することが求められています。 

県は、青森県犯罪のない安全・安心まちづくり推進協議会等を通じて、事業者との積極的な連携を

図ります。 

 

（２）施策の展開 

施      策 具 体 的 施 策 具体的施策の内容（取組） 

9 事業者との連携 

 

１）防犯に配慮した事業活動

の促進 

①県・地域レベルの推進組織におけ

る連携 

  ②事業者に対する情報提供 

  
③防犯に配慮した製品普及のための

啓発 

 
２）事業所等における防犯対

策の強化 
①事業者への意識啓発 

  
②防犯に配慮した施設の整備や従業

員等への教育の促進 

 
３）防犯に係る人財の育成 

 
①防犯責任者の設置促進 

  ②防犯責任者等のリーダーの育成 

 

  

基本的方向性３ 犯罪のない安全・安心まちづくりに向けたネットワークづくり 

施策９ 事業者との連携 
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（３）具体的施策の内容等 

具体的施策 具 体 的 施 策 の 内 容 担 当 課 

１）防犯に配慮した事業活

動の促進 

①県・地域レベルの推進組織における連携 

・事業者の安全・安心まちづくりに対する理解と協力が

得られるよう、県レベル及び地域レベルの推進体制を

通じ、連携強化を図ります。 

②事業者に対する情報提供 

・事業活動における防犯性を高めるため、事業者が防犯

責任者を設置するなど、自主的な取組が促進されるよ

う、防犯対策や犯罪の発生状況等について、積極的に

情報提供するとともに、意識の高揚を図ります。 

③防犯に配慮した製品普及のための啓発 

・防犯に配慮した自動車、自転車、自動販売機、住宅設

備等が普及するよう、当該事業者と連携して県民に広

報活動を行います。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

２）事業所等における防犯

対策の強化 

①事業者への意識啓発 

・事業所等を通じ、従業員に消費者被害の未然防止等に

向けた情報を提供する「消費生活情報ネットワーク」

の構築に向け、県内の事業所等に参加を働きかけま

す。 

・事業所における防犯性を確保するため、防犯責任者の

設置など具体的な防犯対策上の措置が講じられるよ

う、種々の機会を通じ、意識啓発を図ります。 

②防犯に配慮した施設の整備や従業員等への教育の促

進 

・消費生活情報ネットワーク参加の事業所等に対し、従

業員向けの消費生活情報紙を毎月送付するなど、事業

所等における消費者教育を推進します。 

・県民が一丸となって安全で安心なまちづくりを推進し

ていくために、県民生活に密接なつながりを持つ事業

者が自ら防犯に配慮した施設の整備や従業員の教育な

ど、事業所や事業活動における防犯対策を推進するよ

う働きかけます。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

３）防犯に係る人財の育成 ①防犯責任者の設置促進 

・条例に規定する防犯責任者の配置を働きかけます。 

②防犯責任者等のリーダーの育成 

・防犯対策の中心となる防犯責任者等に対する情報提供

等により資質の向上を図ります。 

県民生活文化課 

 

生活安全企画課 

 


